
-356-



（母子保健課 関連資料）
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妊婦健診の公費負担の拡充について

内容

○ 妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよう、

公費負担を拡充。

○ 現在、地方財政措置されていない残りの９回分について、平成２２年度までの間、国庫補助（１／２）と地方財政

措置（１／２）により支援。

○ 都道府県は、平成２０年度中に妊婦健康診査支援基金（仮称）を造成する。（条例の制定等）

９回

個人負担又は
市町村の任意助成

＜現状＞

５回
市町村

国
１／２

約790億円

程度

市町村
１／２

約790億円

程度

５回
市町村

＜拡充案＞

９回 国庫補助

地方財政措置
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妊婦健康診査臨時特例交付金の概要

１ 目的
近年、出産年齢の上昇等により、健康管理がより重要となる妊婦が増加

傾向にあるとともに、経済的な理由等により健康診査を受診しない妊婦も
みられ、母体や胎児の健康確保を図る上で、妊婦健康診査の重要性、必要
性が一層高まっているところである。

このため、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊
婦健康診査に必要な経費を交付することにより、安心して妊娠・出産がで
きる体制を確保することを目的とする。

２ 交付金の規模
平成２０年度二次補正予算額 ７９０億円

３ 交付金の交付先
交付金は都道府県に対し、その申請に基づいて交付する。

なお、交付金は補助金等適正化法の適用の対象とする。

４ 交付金事業の実施
交付金は、平成２０年度中に都道府県に基金を造成することとし、この

基金を活用して、平成２２年度末まで支出することができるものとする。
なお、平成２２年度末に残余財産が生じた場合は、国庫に納付する。

※ 基金を造成する場合は、各都道府県において年度内に基金にかかる
条例等の制定を行う。

５ 交付対象事業
母子保健法第１３条に基づき、市町村が委託する病院・診療所又は助産

所において実施する妊婦の健康診査について、交付の対象とする。

６ 交付額
別に定める算定方法に基づき、各都道府県に配分する。各都道府県は、

管内市町村から妊婦健診に係る実施計画を審査の上、その費用に対して交
付する。

７ 補助率
国１／２、市町村１／２
※ 市町村には、地方交付税が措置される予定
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